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平成２８年５月以降におけるサービス等利用計画の取扱い等について（通知） 

 

 平素は，本市の障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき，厚く御礼申し上げます。 

 サービス等利用計画案（セルフプランを含む。）については，平成２７年３月末の経過措置の終了

により，障害福祉サービス又は地域相談支援（以下「障害福祉サービス等」という。）の支給決定に

おいて必須となりました。本市においては，平成２７年３月１０日付本市通知「平成２７年４月以

降におけるサービス等利用計画の取扱いについて」により，サービス提供事業者にセルフプランの

作成援助をお願いしていますが，この取扱いで将来にわたり障害福祉サービス等の支給決定の更新

を繰り返すことを想定しておりません。さらに，国において，セルフプランは本人（児童の場合は

保護者）が真に希望する場合等に限るものとされており，平成２８年３月８日付「障害保健福祉関

係主管課長会議資料」で本人（児童の場合は保護者）の意思を明確に確認するための申出書の参考

様式が示されたところです。 

 つきましては，セルフプランを提出する場合の取扱い等について下記のとおり通知しますので，

御理解，御協力いただきますようお願いいたします。 

 なお，本人（児童の場合は保護者）が真にセルフプランを希望する場合を除き，モニタリングの

実施等適切なサービス利用に向けたきめ細かな継続的支援の提供を行う指定特定相談支援事業者を

確保する必要があるため，指定障害福祉サービス事業者において指定特定相談支援事業所を設置し

ていただいていない場合には，当該指定申請を引き続き御検討いただきますようお願いいたします。 

  

記 

 

１ セルフプランの取扱いについて 

  国において，平成２８年度より申出書を提出するよう示されたことを踏まえ，本市においては，

平成２８年５月１日以降に提出されるセルフプランには，一律，本人（児童の場合は保護者）か

らの申出書（別紙１）の添付を求めることとします。（当該取扱いに併せて，サービス等利用計画

案提出依頼書（障害福祉サービスを利用される方へ サービス等利用計画案の提出のご依頼）

（※１）を別紙２のとおり改定しています。） 

  また，セルフプランの作成主体は，基本的には制限はなく，本人だけでなく家族，支援者等の

指定特定相談支援事業者以外の者が作成するものでもよいこととされています。そのため，平成

２８年５月１日以降にセルフプランを提出される方で，本人又はその家族等だけでセルフプラン



を作成することが困難な場合には，サービス提供事業者におかれては，「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び

運営に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７１号）」における「給付費の支給の

申請に係る援助」という点で御協力いただきますようお願いいたします。 

  なお，平成２７年３月以前の障害福祉サービス等の支給決定における「サービス等利用計画案

の提出が必要と認めるときに求める経過措置」の適用対象者（平成２７年４月以降の障害福祉サ

ービス等の利用であっても，同年３月以前に支給決定を行ったものも経過措置適用対象（※２））

が，経過措置終了後最初の更新においてセルフプランを提出する場合（経過措置適用期間中のセ

ルフプランの提出の有無は問わない）は，平成２７年３月１０日付本市通知「平成２７年４月以

降におけるサービス等利用計画の取扱いについて」でお示ししたとおり，福祉事務所又は保健セ

ンター等（以下「支給決定機関」という。），障害者地域生活支援センター，サービス提供事業者

の協働により作成するセルフプランを利用することができます。ただし，この場合も平成２８年

５月１日以降に提出されるセルフプランには，申出書（別紙１）の添付が必要です。 
 

 ※１ 支給決定機関において，障害福祉サービス等の申請時に，指定特定相談支援事業者等が作

成するサービス等利用計画案の提出を求める際に当該利用者にお渡ししているものです。 

 ※２ 障害福祉サービス等の支給決定期間開始が平成２７年４月２日以降の経過措置適用対象者

については，支給決定機関から利用者や事業者に個別に連絡します。 

 

２ 計画相談支援に係る提出様式について 

  これまで，本市においては，原則（※），障害福祉サービス等の申請（新規・変更・更新）をす

る場合にアセスメント表及びサービス等利用計画案の支給決定機関への提出を求めてきたところ

ですが，アセスメント表については，市町村への提出が義務づけられていないこと等を踏まえ，

「新規申請の場合」並びに「変更及び更新申請においては支給決定機関が求める場合」を除き，

平成２８年５月１日以降は支給決定機関への提出を不要とします。 

  なお，提出が不要な場合もサービス等利用計画案作成に当たってのアセスメントの実施及びア

セスメント表の作成は必要です。 
 

 ※ 平成２７年９月１日付本市通知「計画相談支援に係る提出様式及び様式改定等について」に

おいて，それまで障害福祉サービス等の申請（新規・変更・更新）の度に作成・提出が必要で

あったアセスメント表について，前回の障害福祉サービス等の申請（新規・変更・更新）から

期間が短い場合等で，アセスメントを実施した結果，アセスメント表の内容に変更がない場合

は，モニタリング報告書等へその旨を記載したうえで，アセスメント表の作成・提出を省略で

きることとしました。 

  

３ その他 

  本市における，これまでのサービス等利用計画の取扱い等についての通知につきましては，京

都市情報館（本市ホームページ）の障害福祉サービス等事業者向け情報「京都市からの通知」

に掲載していますので，本件とともに参照していただきますようお願いいたします。 

  http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000180221.html 



 

 
 

（宛先）京都市長  

 

 

セルフプランの提出について  

 

 

  私は，障害福祉サービス等を利用するにあたり，サービスの支給

決定において参考にされる「サービス等利用計画（案）」について，

指定特定相談支援事業者に依頼するのでなく，自分の意思に

おいて，いわゆる「セルフプラン」による提出を希望します。  

 

 ※ セルフプランの提出に関しては，指定特定相談支援事業者から

モニタリングが実施されないなど，制度の内容を理解し，あるい

は十分な説明等を受けています。  

 

 

 

 

 平成  年  月  日  

 

 

自署記名              印  

 

（代筆者                印）  
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別紙２ 
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